別添１　安全なまちづくりパートナーシップ活動プログラム
	●Ａプログラム　顧客や地域に対する活動

	
	★Ａ－１　顧客に対する情報提供・啓発活動

	
	
	項　目
	活　　　　　　　　　　　　動

	
	
	□　①
	四季の県民運動に合わせて防犯キャンペーンを行います。

	
	
	□　②
	印刷物、名刺、封筒等に、安全なまちづくりシンボルマークやスローガンなどを刷り込んで広報します。

	
	
	□　③
	活用可能な様々な広報メディアを使って、県民総ぐるみ運動のスローガンや防犯の啓発を行います。

	
	
	□　④

	顧客に対し、店内放送などにより防犯意識の高揚を呼びかけます。

（例：スーパー等の店舗での放送、観光バスの車内放送における防犯情報やイメージソングの放送）

	
	
	□　⑤
	企業で発行する顧客向け広報紙や会社のホームページに防犯アドバイスなどを掲載します。

	
	
	□　⑥
	自社製品等に安全なまちづくりシンボルマークや防犯対策をよびかけるメッセージを入れます。
（例：自社の商品、買い物袋、自動販売機の紙コップ等）

	
	
	□　⑦
	防犯情報パンフレット等を常備し、配布や掲示を行います。

（例：四季の県民運動期間に来店客に配布する。
自由に持ち帰ることができるように、事業所内に設置する。
誰でも見ることができるように壁面に掲示する。
ラミネート加工等してテーブルなどに設置する。　　等）

	
	
	□　⑧
	顧客に対し、ひとこと防犯アドバイスなどによる防犯情報の提供を行います。

（高齢者への特殊詐欺被害防止の呼びかけ、家のカギかけの促進等）

	
	
	□　⑨
	防犯ブザーなどの防犯グッズコーナーを設けます。（販売目的での設置も可）

	
	★Ａ－２　地域における見守り・防犯活動

	
	
	項　目
	活　　　　　　　　　　　　動

	
	
	□　①
	【走る１１０番活動】　「防犯パトロール中」「犯罪監視中」等のステッカーを事業用車両に貼付し、監視の目を光らせながら営業を行います。

	
	
	□　②
	こどもの登下校時間に合わせて外回りを行い、積極的に声かけを行います。

	
	
	□　③
	防犯パトロール隊を結成し、勤務時間外に防犯ボランティア活動を行います。

	
	
	□　④
	事業所周辺の住民の方にあいさつ・声かけを積極的に行います。

	
	
	□　⑤
	会社周辺や通勤経路の安全マップ作りを行います。

	
	
	□　⑥
	犯罪発見の際には速やかな通報等により捜査協力します。

	
	
	□　⑦
	犯罪被害者等の駆け込みに対応します。

	
	★Ａ―３　防犯ボランティア活動等への支援

	
	
	項　目
	活　　　　　　　　　　　　動

	
	
	□　①
	自主防犯団体に活動資材を提供します。（企業名を入れることができます。）

	
	
	□　②
	自主防犯団体に活動支援金を提供します。

	
	
	□　③
	自主防犯団体に資材置場、集合場所等の拠点を提供します。

	
	
	□　④
	犯罪被害者等早期援助団体に活動支援金を提供します。

	
	★Ａ―４　イベントにおける啓発活動

	
	
	項　目
	活　　　　　　　　　　　　動

	
	
	□　①
	不特定多数が参加できるイベントで、安全なまちづくりの啓発を行います。

（例：会社祭などでの防犯活動紹介ビデオの放映、パネル展示、防犯啓発資材の配布、来場者への呼びかけ等）


	
	★Ａ―５　その他（独自の取組）

	
	
	□
	（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


	●Ｂプログラム　企業・事業所内での安全なまちづくり活動

	
	★Ｂ－１　従業員等の防犯意識の高揚

	
	
	項　目
	活　　　　　　　　　　　　動

	
	
	□　①
	犯罪や防犯対策についての情報を従業員等に提供し、防犯意識の高揚を図ります。

（例：朝礼や社内放送を利用した防犯対策の呼びかけ、休み時間のイメージソングの放送など）

	
	
	□　②
	社内報に防犯対策の記事やコラムを掲載します。

	
	
	□　③
	社員やその家族に対し、防犯用品の配布または購入に対する補助を行います。

	
	
	□　④
	パトネットあいち等により把握した不審者情報を速やかに従業員に提供するなどし、通勤時等に犯罪被害にあわないように努めます。

	
	★Ｂ－２　従業員等に対する防犯教育

	
	
	項　目
	活　　　　　　　　　　　　動

	
	
	□　①
	防犯研修会を行い、防犯教育を徹底します。

	
	
	□　②
	管理職に対し、指導セミナーの開催等により防犯への意識付けを行います。

	
	
	□　③
	同業者相互の間で防犯情報交換会を実施します。

	
	
	□　④
	外国人従業員向けの防犯研修を実施します。

	
	★Ｂ－３　事業所及び周辺の防犯対策

	
	
	項　目
	活　　　　　　　　　　　　動

	
	
	□　①
	愛知県安全なまちづくり条例に基づく防犯上の指針を参考として防犯対策を行い、事業所付近における侵入盗、車上ねらい等の犯罪被害を防止します。

（例：防犯カメラ、緊急通報装置等を設置する。
駐車場等に照明を増設、またはセンサーライトを設置する。
警備員を配置または増員する。　　等）

	
	
	□　②
	事業所及びその周辺の清掃活動やらくがき消しなどの美化活動を行うことにより、犯罪の起きにくい地域環境を作ります。

	
	★Ｂ－４　その他（独自の取組）

	
	
	□
	（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


※実施する活動の項目にチェックをして提出してください。
※別添１安全なまちづくりパートナーシップ活動プログラムのＡプログラムから２項目以上、Ｂプログラムから２項目以上を選択してください。

別添２　交通安全パートナーシップ活動プログラム
	●Ａプログラム　顧客・地域等に対する交通安全活動

	
	★Ａ－１　顧客に対する情報提供・啓発活動

	
	
	項　目
	活　　　　　　　　　　　　動

	
	
	□　①
	自社（事業所）内の放送で顧客に対して交通安全を呼び掛けます。

（例：車内放送、スーパー等の店舗での放送、観光バス等で顧客に広報等）

	
	
	□　②
	自社製品（買い物袋、商品包装紙等）に交通安全のメッセージを入れます。

	
	
	□　③
	飲食店では、ドライバーに酒類を提供しないよう徹底します。

（ハンドルキーパー運動への参加）

	
	
	□　④
	夕暮れ時や夜間の歩行者の事故を防ぐ明るい服装や、反射材,ＬＥＤライトの効果について広報し、普及促進を図ります。

	
	
	□　⑤
	顧客に対し、交通安全情報を提供します。

（例：シートベルトやチャイルドシートの着用効果や正しい着用方法、運転中のながらスマホ禁止等）

	
	
	□　⑥
	自店で反射材等の交通安全グッズコーナーを設けます。（販売目的での設置も可）

	
	
	□　⑦
	構内に赤色回転灯や交通安全ののぼり旗を設置します。

	
	★Ａ－２　地域における交通安全活動

	
	
	項　目
	活　　　　　　　　　　　　動

	
	
	□　①
	「交通事故死ゼロの日」に、社員による立番活動、街頭啓発活動等を継続的に実施します。

	
	
	□　②
	交通安全県民運動へ積極的に参加します。（春・夏・秋・年末）

（例：広報車による巡回広報、のぼり旗等の広報、街頭監視活動）

	
	
	□　③
	地域の団体等と連携しての自主的な街頭啓発活動を行います。

	
	
	□　④
	地域や自治体の交通安全事業に積極的に参加します。

	
	
	□　⑤
	会社周辺及び通勤経路の危険マップ作り、ヒヤリ・ハット体験の発表等、危険箇所対策を実施します。

	
	
	□　⑥
	地域の人へ、危険な行動を目撃したら積極的に声をかけます。

	
	★Ａ―３　地域の交通安全ボランティアへの支援

	
	
	項　目
	活　　　　　　　　　　　　動

	
	
	□　①
	地域の交通安全ボランティア団体に活動資材を提供します。（企業名を入れることができます。）

	
	
	□　②
	地域の交通安全ボランティア団体に活動支援金を提供します。

	
	
	□　③
	地域の交通安全ボランティア団体に資材置場、集合場所等の拠点を提供します。

	
	★Ａ―４　イベントにおける啓発活動

	
	
	項　目
	活　　　　　　　　　　　　動

	
	
	□　①
	不特定多数が参加できるイベントで、交通安全を啓発する活動を行います。

（例：会社祭などでの交通安全ＤＶＤの放映、パネル展示、交通安全啓発資材の配布、来場者への呼びかけ等）

	
	★Ａ－５　その他（独自の取組）

	
	
	□
	（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


	●Ｂプログラム　企業・事業所における交通安全活動


	
	★Ｂ－１　従業員等の交通安全意識の高揚

	
	
	項　目
	活　　　　　　　　　　　　動

	
	
	□　①
	社内放送での交通安全啓発放送を実施します。

	
	
	□　②
	社内報へ交通安全記事を掲載します。

	
	
	□　③
	Ｅメール、交通事故速報、ポスター等様々な媒体による社内広報を行います。

	
	
	□　④
	「安全運転宣言車」「ゆっくり走行車、お先にどうぞ」シールや、「歩行者優先」マグネットシート等を貼付します。

	
	
	□　⑤
	シートベルトの全席着用を事業所で宣言します。

	
	
	□　⑥
	交通安全キャンペーン（法定速度走行、ながらスマホ禁止、妨害運転禁止、飲酒運転追放等）を実施します。

	
	
	□　⑦
	マイカークラブを設立し、研修、事故事例研究等を実施します。

	
	
	□　⑧
	事業所・団体等のトップ（社長、店長等）から家族向けの手紙を送付し、従業員等の交通安全を促進します。

	
	
	□　⑨
	会社の名刺にスローガンや交通安全キャラクター（シーベルちゃん）等を記載します。

	
	
	□　⑩
	無事故・無違反コンクール（企業内や公的コンクール）へ参加、または独自に実施します。

	
	
	□　⑪
	優良運転者・交通安全功労者等の表彰、交通安全標語・ポスターの表彰等を実施します。

	
	
	□　⑫
	飲酒機会にはマイカー禁止、ハンドルキーパーの指定、ノンアルコールバッジの着用義務化等、飲酒運転防止活動を行います。

	
	
	□　⑬
	交通安全スリーＳ運動（Stop, Slow, Smart）を、幅広く展開します。

	
	
	□　⑭
	ライト・オン運動(夕暮れ時の前照灯早め点灯運動)を実施します。

	
	
	□　⑮
	従業員等に対し、反射材等啓発物品を配布します。

	
	
	□　⑯
	通勤に自転車を利用する従業員等に対し、自転車乗車用ヘルメット着用を促します。

	
	
	□　⑰
	ヘルメット着用促進宣言を行い、内容の実現に向けて取り組みます。

	
	★Ｂ－２　従業員等に対する交通安全教育

	
	
	項　目
	活　　　　　　　　　　　　動

	
	
	□　①
	飲酒体験ゴーグル等を活用し、交通安全研修を定期的に実施します。

	
	
	□　②
	啓発ＤＶＤ等を活用して従業員向けの交通安全研修を実施します。

※飲酒運転体験ゴーグル、ＤＶＤは、愛知県（県民安全課及び県民事務所等）で貸し出しを行っています。

	
	
	□　③
	体験・参加型の交通安全教室、危険予知運転講習会、安全運転競技会、運転適性検査、自動車日常点検講習会等、各種講習会を開催します。

	
	
	□　④
	従業員等に対し、運転適性検査を行います。

	
	
	□　⑤
	運転技術の向上を図る講習会への積極的な参加を呼びかけます。

	
	
	□　⑥
	マイカー通勤者のシートベルト着用を徹底します。

	
	
	□　⑦
	社内で宴会等がある場合には、帰宅の方法について、確認し合います。

	
	
	□　⑧
	従業員等に対する運転中の携帯電話使用禁止を徹底します。

	
	
	□　⑨
	「コメンタリー運転」（声に出して安全確認をする）を推進します。

	
	
	□　⑩
	マイカー通勤者（従業員等）に飲酒運転はしない旨の誓約書を提出させます。

	
	
	□　⑪
	優秀運転者を安全運転トレーナーに指定し、初心者運転者等の要指導運転者に対して同乗指導を実施します。

	
	
	□　⑫
	交通事故を起こした者に対するフォローアップ（個別指導、グループ検討等）を行います。

	
	
	□　⑬
	構内交通指導取締りや安全運転チェック（速度、一時不停止、シートベルト、免許証不携帯等）を実施します。

	
	
	□　⑭
	自転車通勤者の自転車損害賠償責任保険等への加入を徹底します。


	
	★Ｂ－３　車両の安全確保

	
	
	項　目
	活　　　　　　　　　　　　動

	
	
	□　①
	事業用車両の一斉点検、運行前点検の義務づけ、運行記録の確実な記録と点検、事故多発部門の車両にタコグラフを導入する等、車両の適正管理を行います。

	
	
	□　②
	自動車の安全確保に関する情報（リコール情報、安全装置に関する情報、自動車安全性に関する情報等）を提供します。

	
	
	□　③
	自転車通勤者を対象に、灯火・制動装置等の点検整備とＴＳマークの貼付を推奨します。

	
	
	□　④
	マイカーについて整備不良車を排除します。

（例：不法改造、整備不良等の指摘と改善、適正な保険加入アドバイス）

	
	
	□　⑤
	運転者に対し、運転前後の酒気帯びの有無を、目視やアルコール検知器を用いた確認により徹底します。

	
	★Ｂ―４　その他（独自の取組）

	
	
	□　　　
	（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）




※実施する活動の項目にチェックをして提出してください。
※別添２交通安全パートナーシップ活動プログラムのＡプログラムから２項目以上、Ｂプログラムから２項目以上を選択してください。
